
横瀬町の健全化判断比率と資金不足比率を公表します。

－横瀬町の健全化判断比率－

※ 健全化判断比率とは、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率の
　 4つの比率のことです。

③実質公債費比率

④将来負担比率
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　12.2% （12.6%）

注） 実質赤字比率と連結実質赤字比率については、赤字額（または資金の不足額）がないため「－」を記載
　 しています。なお、実質公債費比率と将来負担比率の（　）内は、平成20年度決算の比率になります。

平成21年度 早期健全化基準

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率 20.00%

　96.0% （90.2%）

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、毎年度、健

全化判断比率と資金不足比率を監査委員の審査に付したうえで、議会に報告するととも

に、住民に対して公表することが義務づけられています。

　ここで公表する健全化判断比率と資金不足比率は、平成22年9月9日に横瀬町議会へ報

告したものです。

財政再生基準

－

健全化判断比率

①実質赤字比率とは・・・

②連結実質赤字比率とは・・・

③実質公債費比率とは・・・

④将来負担比率とは・・・

　実質公債費比率とは、一般会計等が負担する地方債の償還金等の標準財政規模に対する比率

です。この比率が25%以上になると「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、35%以上に

なると「財政再生計画」を定めなければならず、地方債の起債も大きく制限されます。

　横瀬町の実質公債費比率は、上記の表にあるとおり、12.2%となっています。

　将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率です。この比率が350%以上になると「財政健全化計画」を定めなければなりません。

　横瀬町の将来負担比率は、上記の表にあるとおり、96.0%となっています。

　実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模（地方公共団体の標準的

な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標）に対する比率です。横瀬町は、この

比率が15%以上になると「財政健全化計画」を定めなければなりません。また、20%以上になると「財

政再生計画」を定めなければならず、地方債の起債も大きく制限されます。

　横瀬町は、赤字ではないため、この比率は「－」で表記しています。

　連結実質赤字比率とは、全会計を対象とした実質赤字（または資金の不足額）の標準財政規模に

対する比率です。横瀬町は、この比率が20%以上になると「財政健全化計画」を定めなければなりま

せん。また、40%以上になると「財政再生計画」を定めなければならず、地方債の起債も大きく制限さ

れます。

　横瀬町は、赤字ではないため、この比率は「－」で表記しています。



－横瀬町の資金不足比率－

資金不足比率とは・・・

横瀬町各会計等に係る健全化判断比率と資金不足比率のイメージ図

経営健全化基準

20.00%

20.00%

注） 資金不足比率については、資金の不足額がないため「－」を記載しています。

公営企業会計

横瀬町水道事業会計

横瀬町下水道特別会計

平成21年度

－

－

　資金不足比率とは、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模（料金収入など主たる営業活動

から生じる収益等に相当する額）に対する比率です。この比率が20%以上になると「経営健全化計

画」を定めなければなりません。

　横瀬町は、資金の不足額がないため、この比率は「－」で表記しています。
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※ 「実質赤字比率」は一般会計等を対象としています。この「等」には、普通会計に相当する特別会計が含ま

　 れますが、横瀬町にはそのような会計はないので、「一般会計等 ＝ 一般会計」となっています。

うち公営企業会計

・国民健康保険特別会計
・介護保険特別会計
・後期高齢者医療特別会計
・老人保健特別会計

　　・水道事業会計
　　・下水道特別会計

　一部事務組合・広域連合

・秩父広域市町村圏組合
・埼玉県総合事務組合
・埼玉県後期高齢者医療広域連合
・彩の国さいたま人づくり広域連合

　地方公社・第三セクター等

・有限会社　果樹公園あしがくぼ
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